
業務従事期間 休業期間 業務従事期間

業務従事期間
返還
免除

5年間従事

2年1か月従事 1年間休業
＊業務従事期間に含めない。

2年11か月従事

返還
免除

〇途中、産前産後休暇や育児休業等を取得する場合

〇卒業後、引き続き5年間業務に従事する場合

2025年4月 就業開始 2027年5月～育休取得 2028年5月～職場復帰 2031年3月末

通算で5年間従事

2025年4月 就業開始 2030年3月末



業務従事期間
返還
免除

5年間従事

〇卒業後、引き続き5年間業務に従事する場合

2025年4月 就業開始 2030年3月末

2025年5月

• 猶予申請書

• 業務開始届

• 免許取得届

• 登録済証明

書の写しま

たは免許証

の写し

2026年4月

• 就業状況届

2027年4月

• 就業状況届

2028年4月

• 就業状況届

2029年4月

• 就業状況届

2030年4月

• 免除申請書

• 就業状況届



2025年5月

• 猶予申請書

• 業務開始届

• 免許取得届

• 登録済証明

書の写しま

たは免許証

の写し

2026年4月

• 就業状況届

2027年4月

• 就業状況届

2027年5月

• 猶予申請書

• 申請理由の

事実を証す

るに足る書

類

2028年5月

• 猶予申請書

• 業務開始届

もしくは申

請理由の事

実を証する

に足る書類

2029年4月

• 就業状況届

2030年4月

• 就業状況届

2031年4月

• 免除申請書

• 就業状況届

業務従事期間 休業期間 業務従事期間
返還
免除

2025年4月 就業開始 2027年5月～育休取得 2028年5月～職場復帰 2031年3月末

〇途中、産前産後休暇や育児休業等を取得する場合

2年1か月従事 1年間休業
＊業務従事期間に含めない。

2年11か月従事

通算で5年間従事



問合せ先・書類の提出先
香川県健康福祉部医療政策課医療人材グループ

看護学生修学資金担当

• 住所

〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号

• 電話番号

087-832-3255

＜お願い＞

お電話の際は、「看護学生修学資金を借りていた○○(フルネーム)です」

と名乗っていただきますよう、ご協力ください。
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